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Ⅰ 足立区公共施設等整備基準 

 

 

第１章 総  則 
 

（目  的） 

第１条 この基準は、足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例（平成 24年足立区条例第 43

号。以下「条例」という。）第 20 条第 1 項の規定に基づき、公共施設等の事業を行う者に

対する指導、助言等に関し必要な事項を定め、区民が安全かつ快適に住み続けられる市街

地の形成を、足立区（以下「区」という。）その他の公共施設等整備主体が先導的に行うこ

とにより、周辺地区に波及効果を及ぼし、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

 

（関連法令等及び基準との整合） 

第２条 まちづくり事業者は、公共施設等の整備（改修及び改良を除く。）を行うに当たっては、

法令等及びこの基準を遵守するとともに、区が定める各種計画との整合を図らなければな

らない。 

  ２ まちづくり事業者は、公共施設等の整備（改修及び改良に限る。）を行うに当たっては、

法令等を遵守し、区が定める各種計画との整合を図るとともに、可能な限りこの基準に準

じて行うものとする。 

 

（用語の意義） 

第３条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） まちづくり事業者 区内において、次条に掲げる公共施設等の整備を行う者をいう。 

（２） 整備 建築物にあっては新築、改築、増築及び改修を、道路及び公園にあっては新設及

び改良を、河川にあっては築造及び改良をいう。 

（３） 公共建築物等 公共建築物、当該建築物の敷地及び駐車場をいう。 

（４） 改修 模様替え及び建築物の付帯施設等の更新をいう。ただし、損耗、劣化、破損又は

故障により損なわれた機能を回復させる修繕及び補修を除く。 

（５） 改良 既存の公共施設等の機能向上を目的とした施設の更新をいう。 

（６） 維持保全及び維持管理 長期にわたりその機能の維持及び耐久性の確保を図るために行

う点検、保守、運転、監視及び清掃をいう。 

２ 前項各号に定めるもののほか、この基準で使用する用語の意義は、条例及び足立区ユニ

バーサルデザインのまちづくり条例施行規則（平成１７年足立区規則第６６号）で使用す

る用語の例による。 
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（事前協議適用範囲） 

第４条 まちづくり事業者は、次の各号に掲げる公共施設等の整備（改修及び改良にあっては、次項各

号に掲げる公共施設等に係るものに限る。）を行うに当たっては、条例第２３条第１項の規定に

基づき、事前に区長に協議しなければならない。 

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号。以下「法」という。）第１１条第１項第１号に規定する道路並び

に区が管理する交通広場及び通路 

（２） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項第１号に規定する都市公園、足立

区立児童遊園条例（昭和３９年足立区条例第１４号）に規定する児童遊園及び区が管理す

る広場 

（３） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川 

（４） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物のうち、次の

アからエまでのいずれかに該当するもの 

ア 公共建築物であって、敷地面積又は延べ面積が５００平方メートル以上となる建築物 

イ 公共住宅 

ウ 公衆便所 

エ 巡査派出所又は駐在所 

（５） その他区長が必要と認めるもの 

２ 公共施設等の改修及び改良とは、次の各号の整備をいう。 

（１） 建築物等の改修で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

  ア 外構工事で、植栽、垣、柵、校庭等の改修に伴うもの 

  イ 内部改修で、全体の半数以上の部屋（トイレ、倉庫等を含む。）のレイアウトの変更を

伴う大規模改修 

   ウ 個別改修で、トイレ改修工事 

（２） 道路の改良で、歩道の幅員構成の変更が生じるもの 

（３） 公園改良で、植栽、垣又は柵の改修等に係るもの 

（４） 河川の改良で、河川断面の変更を伴うもの 

 

（事前協議申請手続及び完了報告） 

第５条 まちづくり事業者は、公共施設等の整備に関し、建築基準法第１８条第２項に基づく計画の

通知が必要なものについてはその申請手続までに、必要としないものについては着工するまで

に、道路、公園及び河川の整備については起工するまでに、別に定める申請書を区長に提出

し、条例第２３条第１項の規定に基づく事前協議（以下「事前協議」という。）を行わなけれ

ばならない。ただし、建築物の改修並びに道路、公園及び河川の改良については、当該申請書

の提出をもって、事前協議があったものとみなす。 

２ まちづくり事業者は、公共施設等の整備に関し、前項に規定する申請書の内容に変更があっ

た場合は、別に定める変更申請書を区長に速やかに提出しなければならない。 

３ まちづくり事業者は、公共施設等の整備が完了したときは、別に定める完了報告書を区

長に速やかに提出しなければならない。 
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（近隣への配慮） 

第６条 まちづくり事業者は、近隣住民への十分な周知を図った上で、公共施設等の整備を行わ

なければならない。 

  ２ 足立区立施設の建築工事における区民に対する配慮基準に基づき、大気汚染、振動、騒

音等の影響を可能な限り抑え、区民の生活環境を悪化させないよう整備を行うものとする。 

 

（隣接敷地との整合） 

第７条 隣接敷地との整合は、次の各号による。 

（１） 公共施設等が隣接している場合においては、一体的な整備を行うことにより、相互の施

設整備効果の増進を図るとともに、周辺環境の向上に努めること。 

（２） まちづくり事業者は、計画に先立って道路、水路等との境界確認を行うとともに、

土地の区画形質の変更を伴う事業を行う場合は、不動産登記法（平成１６年法律第１

２３号）第１４条第１項に該当する地図として、国土調査法（昭和２６年法律第１８

０号）第１９条第５項の指定を受けること。 

 

（まちづくりへの貢献） 

第８条 まちづくり事業者は、事業区域又は当該区域に接する部分に道路計画（細街路、地区施設等）

がある場合は、その整備を行うこととし、管理について区と協議の整ったものは無償譲渡する

ものとする。 

２ まちづくり事業者は、歩道のない道路（敷地内の通路等を除く。以下この項において同

じ。）に面する敷地において整備を行うときは、原則として、次の各号に定めるところによ

り、幅員２．０メートル以上の自主管理歩道又は公開空地を設けるものとする。 

（１） 新築、改築、新設、築造及び増築を行う場合には、道路に接する各境界部分に設けるこ

と。 

（２） 改修又は改良を行う場合は、道路との境界部分のうち、工事を行う範囲に設けること。 

（３） やむを得ない特段の事情がある場合は、協議を行った上で別に定める理由書を添付して

申請すること。 

（４） 接道部緑化を含む場合は、歩道の幅員は１．５メートル以上確保するものとし、緑地部

分は第１５条、第２１条、第２７条、第３２条及び第３７条の規定に従って整備を行うこ

と。 

３ まちづくり事業者は、隣接する民間敷地が足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例

（平成３０年足立区条例第１５号）又は足立区環境整備基準による自主管理歩道を設けて

いる場合は、連続した空間の確保に努めるものとする。 

 

（維持保全及び維持管理） 

第９条 公共施設等の維持保全及び維持管理は、次の各号に規定する事項に留意して行うものとす

る。 

（１） 維持保全及び維持管理は適切に行い、良好な整備水準を保持するよう努めること。 

（２） 樹木の剪定、害虫駆除等を適切に行い、剪定及び伐採を行う場合は、必要最小限にとど
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めること。 

（３） 区内各地区の景観形成を牽引する整備水準を保持するよう努めること。 

 

（詳細基準の策定） 

第１０条 区は、この基準に基づき、各公共施設等について、詳細な基準を別途定めるよう努めなけ

ればならない。 
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第２章 分野別整備方針及び基準 

 

（ユニバーサルデザインの整備方針及び基準） 

第１１条 公共施設等は、障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、障がい者、妊婦、乳幼

児を連れた者等（以下「障がい者等」という。）を含めたすべての人々の利用に配慮した、

安全で快適な空間となるよう整備を行うものとする。 

２ ユニバーサルデザインの整備基準は、次の各号による。 

（１） トイレを設置する場合は、高齢者障がい者等用便房（バリアフリートイレ）の設置に

努めること。 

（２） サイン整備に当たっては、別に定めるカラーユニバーサルデザインガイドラインに基

づいた色彩とし、別に定める足立区歩行者系案内サインマニュアルにより整備に努める

こと。 

（３） 障がい者等が安全かつ円滑に歩行できるよう整備を行うこと。 

３ 公共施設等の整備を行うに当たっては、障がい者等の意見を聴取し、及びその反映に

努めること。 

 

（安全・安心の整備方針及び基準） 

第１２条 公共施設等は、防災、防犯対策等を十分に講じ、区民が安全・安心に暮らせる生活環境を

創出するよう、整備を行うものとする。 

２ 安全・安心の整備基準は、次の各号による。 

（１） 耐震性、耐火性、耐浸水性等に十分配慮した整備に努めること。 

（２） 延焼遮断性能を高めるため、防火性能の高い樹種による緑化に努めること。 

（３） 延焼を遮断し、避難に有効な空地、緑地等の創出に努めること。 

（４） 別で定める「足立区防犯設計ガイドライン」に基づいた防犯対策を講じること。 

３ 雨水流出抑制対策に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意した整備を行うものとす

る。 

（１） 整備する対象敷地が、５００平方メートル以上の場合は、別で定める雨水流出抑制施

設設置基準を遵守するよう整備を行うこととする。ただし、整備する対象が河川の場合

で、かつ、流出抑制対策の効果が期待できない等の十分な理由があるときはこの限りで

ない。 

（２） 降雨時における雨水の放流量は、極力抑え、１ヘクタール及び１時間当たり、２００

立方メートルの放流量を超えないこととする。 

（３） 整備する対象が道路の場合で、第１号に定める基準の遵守が困難なときは、歩道を透

水性のある舗装とする等、現地の状況を踏まえた流出抑制対策を講じることとする。こ

の場合において、車道は、抑制対策の対象から除くものとする。 

（４） 前３号に規定するもののほか、公共施設等の整備において、特別な事情により流

出抑制対策を講じることが著しく困難な場合には、区とまちづくり事業者で事前協

議のうえ抑制方法を決定する。 
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（地球温暖化対策の整備方針及び基準） 

第１３条 公共施設等は、足立区環境基本計画及び足立区地球温暖化対策地域推進計画の考え方に基

づき、日本で一番地球にやさしいひとのまちの実現に寄与するよう整備を行うものとする。 

２ 地球温暖化対策の整備基準は、次の各号による。 

（１） 可能な限り自然エネルギーの導入に努めること。 

（２） 省エネルギー対策として、高効率エネルギー機器、省エネ機器等の導入に努めるこ

と。 

３ まちづくり事業者は、リサイクルの推進、水資源の有効活用等、循環型社会の実現に向

け、次の各号に掲げる事項に留意した整備を行うものとする。 

（１） 水資源の有効活用のため、雨水、中水及び工業用水道利用の施設整備に努めること。 

（２） 都の定める建設リサイクルの指針類に基づき、当該計画の中に建設副産物（再生

材）をできる限り使用することを盛り込み、環境の保護に努めること。 

 

（景観の整備方針及び基準） 

第１４条 公共施設等は、別で定める足立区景観計画（以下「景観計画」という。）の方針に基づ

き、地域特性を活かし魅力と個性のある美しい生活都市を実現するため、整備を行うものと

する。 

２ まちづくり事業者は、長期使用による経年変化に配慮し、地域住民から親しみ愛される整

備を行うものとする。 

３ 公共施設等の景観整備基準は、次の各号による。 

（１） 地区の文化、歴史等の地区特性を活かした整備に努めること。 

（２） 地区のシンボルとなるとともに、周辺環境と調和のとれた整備に努めること。 

（３） 整備区域内に、景観上良好な樹木、建築物等がある場合は、可能な限りその保全

及び活用を含めた整備計画とすること。 

 

（みどりの整備方針及び基準） 

第１５条 公共施設等は、足立区緑の基本計画の考え方に基づき、人と自然が共生し、環境に負担が

少ない、安全で美しい都市を実現するため、緑の創出、保全及び育成をとおしてより多くの

人々が緑と触れ合い、みどりの大切さを感じられる場となるよう整備を行うものとする。 

２ 公共施設等のみどりの整備基準は、足立区緑の保護育成条例（昭和５１年足立区条例第３

９号）に基づく緑化基準を遵守するとともに、次の各号に定めるところによる。 

（１） 樹木は、樹形及び樹勢に配慮し、可能な限り保全するとともに、やむを得ず伐採する

場合は、代替措置を講ずるよう努めること。 

（２） 樹木は、大きく育成できるよう整備に努めること。 

（３） 植栽を行う際は、利用者の安全性確保や防犯対策に配慮して行うこと。
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第３章 施設別整備基準 

 

第１節 公共建築物等整備基準 
 

（整備の原則） 

第１６条 公共建築物等は、地域のシンボルやコミュニティ形成の核となるよう、この節の基準

に基づき整備を行うとともに、別に定める足立区公共建築物整備基準に準じた整備を行

うものとする。 

 

（ユニバーサルデザインの整備基準） 

第１７条 公共建築物等のユニバーサルデザインの整備基準は、次の各号による。 

（１） 障がい者等が、道路及び駐車場から利用居室及び公共施設までの経路及び公共施設内

を安全かつ円滑に移動できるよう配慮すること。 

（２） トイレを設置する場合は、高齢者障がい者等用便房（バリアフリートイレ）の設置に

努めること。 

（３） ベビーチェア、ベビーベッド、授乳室その他の子育て支援施設の設置に配慮するこ

と。 

（４） 視覚障がい者を公共建築物等に誘導する誘導ブロックの敷設及び音声誘導装置の設置

に配慮すること。 

（５） 当該施設の利用者以外の者が利用できる開放型のトイレの設置に努めること。 

 

（安全・安心の整備基準） 

第１８条 公共建築物等の安全・安心の整備基準は、次の各号による。 

（１） 壁面後退により、ゆとりのある歩行者空間の確保に努めること。 

（２） 防災倉庫及び防火貯水槽の設置に努めること。 

（３） 地震により外壁、ガラス等が落下しない構造とすることとし、落下した際の安全性確

保のため、道路境界線からの壁面線の後退を図ること。 

（４） 防災倉庫、電気設備室等は、洪水ハザードマップ等から予想される水害を考慮し、設

置に努めること。 

（５） 避難所となる公共建築物等は、洪水ハザードマップ等から予想される水害を考慮し、

避難スペースの確保に努めること。 

（６） 敷地の道路に面する部分は、生垣等による接道部緑化に努め、原則として、ブロック

塀は設置しないこととし、フェンス等を設置する場合は、生垣の後部に設けるよう努め

ること。 

（７） 学校の校庭等は、一時集合場所となるような整備に努めること。 

 

（地球温暖化対策の整備基準） 

第１９条 公共建築物等の地球温暖化対策の整備基準は、次の各号による。 
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（１） 壁面緑化、屋上緑化等を積極的に行うとともに、周辺環境に配慮した緑化に努めるこ

と。 

（２） 自然エネルギーの活用を考慮した施設整備を行うこと。 

（３） 高効率エネルギー機器及び省エネ機器の導入並びに施設の高断熱化を図ること。 

（景観の整備基準） 

第２０条 公共建築物等の景観の整備基準は、次の各号による。 

（１） 公共施設等は、景観計画に定める景観形成基準（遵守基準）だけではなく、景観形成

誘導基準（配慮基準）についても可能な限りその基準を満たすよう整備を行うものとす

る。 

（２） コミュニティ形成に寄与するよう、まちかどにおけるポケット広場等の設置に努める

こととし、設置場所については日当たりのよい、区民の利用しやすい場所とすること。 

（３） 上部利用が可能な大規模な施設は、上部に公園、運動場等を整備することにより、修

景に努めること。 

（４） 周辺環境に影響の大きい施設については、緩衡緑地の設置に努めること。 

 

（みどりの整備基準） 

第２１条 公共建築物等のみどりの整備基準は、次の各号による。 

（１） 区の定める「緑化計画のてびき」に沿った整備を行うとともに、十分な緑量を確保し

た整備を行うこと。 

（２） 敷地内へのシンボルツリーの設置に努めること。 

（３） 敷地内に植樹をする際には、野鳥等の自然観察を目的とした実のなる植樹に努めるこ

と。 

 

 

 

第２節 公共住宅整備基準 
 

（整備の原則） 
第２２条 公共住宅は、建築物、敷地内の緑、公園等が一体となり、周辺地域の居住環境の向上に寄

与するよう整備を行うものとする。 

２ 区営住宅は、地域のコミュニティ形成の核となるよう、この節の基準に基づく整備を行う

とともに、別に定める足立区公共建築物整備基準に準じた整備を行うものとする。 

３ 公共住宅の建替えを行うときは、建替え戸数、配置計画、建物高さ等について、区及びま

ちづくり事業者において別途協議するものとする。 

４ 一団の敷地面積が３ヘクタール以上である公共住宅の建替えを行うときは、地区計画の策

定について区と協議し、これに協力するものとする。 

５ 別で定める足立区住生活基本計画に定める、最低居住水準に満たない住宅及び浴室のない

住宅については、積極的に住宅改善事業を推進するものとする。 

６ 既存のストックの有効活用により、良好な住環境及び適切な水準の住宅の確保を図るた
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め、住宅改善等の推進を図るものとする。 

７ 商店街振興に配慮した整備に努めるものとする。 

８ 住民と周辺住民とのコミュニティ形成の推進のために、地域開放型の集会場の設置に

努めるものとする。 

 

（ユニバーサルデザインの整備基準） 

第２３条 公共住宅のユニバーサルデザインの整備基準は、次の各号による。 

（１） 建物の低層部には、障がい者等が入居できるよう設計に配慮すること。 

（２） 公共住宅の建替えに当たっては、子育て・高齢者支援施設の設置を検討すること。 

（３） 道路から住棟内に至るまでの通路は、全ての歩行者が安全に移動できるよう配慮する

こと。 

 

（安全・安心の整備基準） 

第２４条 公共住宅の安全・安心の整備基準は、次の各号による。 

（１） 道路の幅員は、原則として６メートル以上とすること。 

（２） 敷地内の道路等の官地の付替え等を推進し、外周道路等を整備すること。 

（３） 次の基準に従い、防災倉庫を設置すること。 

ア １住戸当たり０．１平方メートル以上かつ有効面積の合計は、１０平方メートル以上

とすること。 

イ 原則として各階に設置すること。ただし、やむを得ない場合には、設置する階は、最

長歩行距離４層以内ごととする。 

（４） 防火貯水槽は、所轄の消防署と協議の上、設置すること。 

（５） 地震により外壁、ガラス等が落下しない構造とすることとし、落下した際の安全性確

保のため、道路境界線からの壁面線の後退を図ること。 

（６） 防災倉庫、電気設備室等は、洪水ハザードマップ等から予想される水害を考慮し、設

置に努めること。 

（７） 洪水ハザードマップ等から予想される水害を考慮し、避難スペースの確保に努めるこ

と。 

（８） 災害時に、避難場所として利用できる避難用空地の確保に努めること。 

（９） 避難場所に指定されている公共住宅の整備に当たっては、かまどベンチ、マンホ

ールトイレ等を必要に応じて整備すること。 

 

（地球温暖化対策の整備基準） 

第２５条 公共住宅の地球温暖化対策の整備基準は、次の各号による。 

（１） 壁面緑化、屋上緑化等を積極的に行うとともに、周辺環境に配慮した緑化に努めるこ

と。 

（２） 自然エネルギーの活用を考慮した施設整備を行うこと。 

（３） 高規格断熱構造とし、施設の高断熱化を図ること。 

（４） 宅配ボックスの設置に努めること。 
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２ 公共住宅の生活環境の整備基準は、次の各号による。 

（１） 廃棄物の減量及び資源活用の推進を図るため、再利用対策物保管場所を設置するこ

と。 

（２） ディスポーザーを設置する場合は、適合シールがついたディスポーザー排水処理シス

テムを使用すること。 

（３） ビルピットの臭気対策を図ること。 

 

（景観の整備基準） 

第２６条 景観計画に定める景観形成基準を満たした整備を行うとともに、景観形成誘導基準につい

ても可能な限りその基準を満たした整備を行うものとする。 

２ 一段の敷地面積が３ヘクタール以上である公共住宅の建て替えを行う場合は、当該一

段の敷地の良好な景観の形成に関する事項を記載した景観ガイドラインの策定に努める

ものとする。 

 

（みどりの整備基準） 

第２７条 公共住宅のみどりの整備基準は、区の定める「緑化計画のてびき」に沿った整備を行うと

ともに、十分な緑量を確保した整備を行うものとする。 

２ 公共住宅の公園の整備基準は、次の各号による。 

（１） 公園は、団地内で分散させず、敷地面積の１０パーセント以上を確保し、公園の形状

は、整形地となるように努めること。 

（２） 近接する団地での建替えを考慮して公園の集約化を図り、最低面積を２,５００平方

メートル以上となるよう努めること。 

（３） 公園は、公道に接し、建築物の日陰にならない配置とすること。 

 

 

第３節 道路整備基準 
 

（ユニバーサルデザインの整備基準） 

第２８条 道路のユニバーサルデザインの整備基準は、次の各号による。 

（１） 歩道と車道との分離を原則とし、歩道の整備は電柱、道路標識、ガードレール等に配

慮し、歩道の有効幅員を確保すること。 

（２） 段差を解消し、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを設置すること。 

（３） 歩道橋及び橋りょうは、可能な限りスロープを設置すること。 

 

（安全・安心の整備基準） 

第２９条 道路の安全・安心の整備基準は、次の各号による。 

（１） 歩道の整備及び隅切りの設置を図ること。 

（２） 交差点等の植裁においては、視距を確保すること。 

（３） 都市防災不燃化促進事業実施路線沿道では、延焼遮断性能を高めるため、防火性
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能の高い樹種を配置すること。 

 

（地球温暖化対策の整備基準） 

第３０条 道路の地球温暖化対策の整備基準は、次の各号による。 

（１） 緑陰をつくりだすよう、街路樹の配置に配慮すること。 

（２） 道路の舗装材は、可能な限り環境に配慮したものにすること。 

（３） 道路には、環境に配慮し可能な限り樹木を植栽すること。 

 

（景観の整備基準） 

第３１条 道路の景観整備基準は、次の各号による。 

（１） 道路の種別及び沿道の状況に応じ、樹木の配置、樹種の選定等を工夫し、緑豊かな街

路景観の形成に努めること。 

（２） 街路灯、ベンチ、花壇その他のストリートファニチャーは、沿道との調和を図り親し

めるものとすること。 

（３） 商店街等の周辺環境や地域の歴史に配慮した道路整備を進めること。 

２ 橋りょうの景観整備基準は、次の各号による。 

（１） 橋りょうのデザイン及び付属物については、地元住民から長年愛されるよう配慮する

こと。 

（２） 橋詰広場等の眺望を楽しめる場所の設置に努めること。 

 

（みどりの整備基準） 

第３２条 道路のみどりの整備基準は、次の各号による。 

（１） 道路の整備に当たっては、樹種の選定に十分配慮した緑化の推進に努めること。 

（２） 駅前広場は、量感のある緑化に努めるとともに、地域のシンボルとなるよう整備を行

うこと。 

２ まちづくり事業者は、別で定める街路樹維持管理指針に基づいた植栽を行うものとす

る。 

 

 

第４節 公園整備基準 
 

（ユニバーサルデザインの整備基準） 

第３３条 公園のユニバーサルデザインの整備基準は、次の各号による。 

（１） 車いす使用者が、出入りできる出入口を設置すること。 

（２） スロープ等を利用した園路を確保すること。 

（３） 歩道機能を持つ園路を設けるよう努めること。 

 

（安全・安心の整備基準） 

第３４条 公園の安全・安心の整備基準は、次の各号による。 
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（１） 防災機能を備えた整備に配慮すること。 

（２） 外構には、ブロック塀は設置しないこと。 

（３） 防犯対策を含め、利用者の安全性確保に配慮した樹木の配置を行うこと。 

 

（地球温暖化対策の整備基準） 

第３５条 園路等の公園施設等には、できる限り環境に配慮した素材を用いるものとする。 

 

（景観の整備基準） 

第３６条 公園の景観整備基準は、次の各号による。 

   （１）地域特性を活かした、地域に親しまれる公園整備を行うこと。 

   （２）景観に寄与する樹形の美しい、季節感豊かな植栽を行うこと。 

   （３）シンボルツリーの設置に努めること。 

 

（みどりの整備基準） 

第３７条 公園の外周部は、緑量の大きい高木を植栽し、地域の豊かな緑を形成するものとする。 

２ まちづくり事業者は、別で定める公園樹木維持管理指針に基づいた植栽を行うものとす

る。 

 

 

 

第５節 河川整備基準 

 
（河川整備基本方針及び河川整備計画への整合） 

第３８条 河川の整備に当たっては、各河川管理者が定める、河川整備基本方針及び河川整備計

画と整合を図るものとする。 

 

（ユニバーサルデザインの整備基準） 

第３９条 河川内に歩道を設置する場合は、障がい者及び高齢者等をはじめ全ての歩行者が安全

に移動できるよう配慮するものとする。 

 

（安全・安心の整備基準） 

第４０条 河川の安全・安心の整備基準は、次の各号による。 

   （１）堤防は、可能な限り高規格堤防とするよう努めること。 

   （２）災害時の避難場所としての機能を有するものとするよう努めること。 

 

（地球温暖化対策の整備基準） 

第４１条 河川の整備に当たっては、可能な限り環境に配慮するものとする。 
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（景観の整備基準） 

第４２条 河川の景観の整備基準は、次の各号による。 

   （１）遊歩道、自然池、憩いの広場、スポーツ施設等の設置等により、明るく開放的な景観

の形成を図ること。 

   （２）河川の親水事業を推進し、都市における貴重な水辺空間として、多くの人に親しま

れる景観の形成を図ること。 

 

（みどりの整備基準） 

第４３条 河川のみどりの整備基準は、次の各号による。 

（１） 隣接する遊歩道や敷地と一体的な整備を行うとともに、既存の緑の保全に努めるこ

と。 

（２） 自然林及び屋敷林の保全並びにこれらに配慮した親水整備を行うこと。 

 

 

第４章 協議等 

 
（協議） 

第４４条 この基準によるまちづくり事業者との総括的な協議は都市建設部が行い、細部の協議

については各所管課が行う。 

２ この基準の施行の際、既に旧基準による事前協議書を受理したものについては、旧基

準による。 
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   付則 

   この基準は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

   付則（23足都都発第 672号 平成 23年 7月 26日 区長決定） 

   この基準は、平成 23年 10月 1日から施行する。 

   付則（24足都都発第 1603号 平成 24年 11月 30日 区長決定） 

   この基準は、平成 24年 12月 1日から施行する。 

   付則（25足都都発第 3059号 平成 26年 3月 28日 区長決定） 

   この基準は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

   付則（26足都都発第 3404号 平成 27年 3月 25日 区長決定） 

   この基準は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

   付則（2足都都発第 190号 令和 2年 5月 25日 区長決定） 

   この基準は、令和 3年 1月 1日から施行する。 

付則（3足都都発第 2469号 令和 4年 2月 1日 区長決定） 

   この基準は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

付則（5足都都発第 4805号 令和 6年 3月 29日 区長決定） 

この基準は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

付則（７足都都発第１０７１号 令和７年６月３０日 区長決定） 

この基準は、令和７年７月 1日から施行する。 
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Ⅱ 足立区公共施設等整備基準について 
 
 
足立区公共施設等整備基準とは 

  足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例（平成 24年足立区条例第 43号）第 20条第

1項の規定に基づき、区民が安全かつ快適に住み続けられる市街地づくりを推進するため、公

共施設等の整備に対して設けている基準です。 

 

 

事前協議について 

  対象となる公共施設等の整備を行うにあたっては、その計画についての事前協議が必要とな

ります。事前協議対象外の施設（敷地面積又は延べ面積が 500平方メートル未満の建築物 等）

についても、公共施設等整備基準に準じた整備を行う必要がありますのでご注意ください。 

 事前協議の手続きについては、以下の１から６のとおりです。 

１.対象施設と手続概要  

【１】新築・改築・増築・新設・築造の場合 

  対象施設  下記 ① から ⑤ に定める公共施設等を「新築･改築･増築･新設･築造」する際

は事前協議が必要です。 

 

① 道路法 第2条第1項に規定する「道路」、都市計画法 第11条第1項第1号に規定する「道路」 

及び区が管理する「交通広場」及び「通路」 

② 都市公園法 第2条第1項第1号に規定する「都市公園」、足立区立児童遊園条例に規定する 

「児童遊園」及び区が管理する「広場」 

③ 河川法 第3条第1項又は第100条第1項に規定する「河川」 

④ 建築基準法 第2条第1号に規定する「建築物」のうち、次のアからエまでのいずれかに該当 

するもの 

ア 公共建築物であって、敷地面積又は延べ面積が 500平方メートル以上となる建築物 

イ 公共住宅 

ウ 公衆便所 

エ 巡査派出所又は駐在所 

⑤ その他区長が必要と認めるもの 

 

  手続概要  計画に当たっては、法令等及びこの基準を遵守するとともに、区が定める各種

基準との整合を図ってください。庁内関係各課との事前協議前調整（相談）の後

「事前協議申請書」をご提出いただき、審査後に「承認書」を交付します。 

また、公共施設等の整備完了時には「完了報告書」をご提出ください。 
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【２】改修・改良の場合 

  対象施設  前ページの ① から ⑤ に定める公共施設等の「改修･改良」のうち、下記の 

（１）から（４）を行う際は事前協議が必要です。 

 

（１）「建築物」の改修で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

  ア 外構工事で、植栽、垣若しくは柵の改修又は校庭改修等に伴うもの 

  イ 内部改修で、全体の半数以上の部屋（トイレや倉庫等を含む。）のレイアウトの変更

を伴う大規模改修 

  ウ 個別改修で、トイレ改修工事 

（２）「道路」の改良で、歩道の幅員構成の変更が生じるもの 

（３）「公園」の改良で、植栽、垣又は柵の改修等に係るもの 

（４）「河川」の改良で、河川断面の変更を伴うもの 

 

  手続概要  計画に当たっては、法令等を遵守し、区が定める各種計画と整合を図るととも

に、可能な限りこの基準に準じた計画としてください。庁内関係各課との事前協

議前調整（相談）の後「事前協議申請書」をご提出いただき、その提出をもって

事前協議があったものと見なします（「承認書」の交付はありません）。 

また、公共施設等の整備完了時には「完了報告書」をご提出ください。 

  注１：改修とは、模様替え及び建築物の付帯施設等の更新をいう。（ただし、損耗及び劣化、 

破損又は故障により損なわれた機能を回復させる修繕並びに補修を除く） 

  注２：改良とは、既存の公共施設等の機能向上を目的とした施設の更新をいう。 

  注３：平成 22年 4月 1日以降「改修・改良」も事前協議の対象になりました。 

 

２.申請時期 

  以下のとおり、整備内容により申請時期が異なります。 

 

庁内関係各課との事前協議前調整（相談） 

  事前協議申請書の提出前に、整備内容の確認のため庁内関係各課と事前協議前調整（相談）

を行ってください。事前協議前調整（相談）は時間がかかる場合がありますので、なるべく計

画の早い段階での調整をお願いいたします。なお、敷地内の排水計画については、事前に下水

道管理者に確認を行ってください。 

整 備 内 容 申 請 時 期 申 請 先 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 18条第 2項 

に基づく 計画の通知が必要な 建築物 の整備 
計画の通知手続前 

都市建設課 

都市計画係 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 18条第 2項 

に基づく 計画の通知を必要としない 建築物 の整備 
着工前 

道路、公園 及び 河川 の整備 起工前 
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３.事前協議フロー図 

【１】新築・改築・増築・新設・築造の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事前協議申請書」の協議 (庁内関係各課) 

公共施設等の整備計画 

 
事前協議申請必要なし 

NO 

「事前協議申請書」の提出 【事業者】 

「事前協議申請書」の作成 【事業者】 

「事前協議申請書」の受理 (都市計画係) 

「事前協議申請書」の審査 (都市計画係) 

事前協議「承認書」の交付 (都市計画係) 

YES 

事業者と庁内関係各課

との申請前調整 (相談) 

【事業者】 

協議期間 

※申請書の受理から 

「承認書」の交付まで 

約１ヶ月かかります。 

「完了報告書」の受理 (都市計画係) 

「完了報告書」の提出 【事業者】 

「完了報告書」の作成 【事業者】 

公共施設等の整備完了 

事前協議対象の範囲 

（第４条） 

 第１１条３項 障がい者および高齢者等

の意見聴取【事業者】 
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【２】改修・改良の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
事前協議対象の範囲 

（第４条） 

 

事前協議申請必要なし 
NO 

「事前協議申請書」の提出 【事業者】 

「事前協議申請書」の作成 【事業者】 

「事前協議申請書」の受理 (都市計画係) 

「完了報告書」の受理 (都市計画係) 

YES 

「完了報告書」の提出 【事業者】 

「完了報告書」の作成 【事業者】 

※「事前協議申請書」の提出をもって 

協議があったものと見なします。 

「承認書」の交付はありません。 

事業者と庁内関係各課

との申請前調整 (相談) 

【事業者】 

公共施設等の整備計画 

公共施設等の整備完了 

第１１条３項 障がい者および高齢者等

の意見聴取【事業者】 
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４.庁内関係各課一覧 

 

担 当 課 調 整 内 容 電 話 番 号 場 所 

都市建設課 

都市計画係 

・申請の要･不要の判断 

・自主管理歩道設置等 

03-3880-5280 

(内線 2371) 

北館４階 
都市建設課 

景観計画係 

・景観条例及び景観計画 

・足立区公共建築物整備基準 

（景観の整備基準） 

03-3880-5738 

(内線 2377) 

都市建設課 

企画調整担当 
・雨水流出抑制対策 

03-3880-5917 

(内線 2221) 

交通対策課 

 自転車係 

・足立区自転車等の駐車秩序及び自転車 

等駐車場の整備に関する条例第 20条 

03-3880-5914 

(内線 2284) 
南館４階 

道路管理課 

境界確認地籍係 

・区道との境界確認 

（協議時、公図等必要） 

・国土調査法第 19条第 5項の指定 

03-3880-5909 

(内線 2255) 

北館４階 

道路管理課 

占用係 
・区道の歩道の切り下げ等 

03-3880-5907 

(内線 2245) 

道路管理課 

道路認定係 

・新設及び拡幅された区道予定地の 

敷地処理 

・区道の認定改廃（事務処理） 

03-3880-5908 

(内線 2251) 

パークイノベーション推進課 

緑化推進係 

・足立区緑の保護育成条例 

（緑化基準） 

03-3880-5188 

(内線 2316) 

危機管理課 

防犯活動支援係 
・足立区防犯設計ガイドライン 

03-3880-5435 

(内線 1476、1477) 
南館７階 

障がい福祉課 

障がい施設調整担当 

・足立区公共建築物整備基準 

（ユニバーサルデザインの整備） 

・東京都福祉のまちづくり条例 

03-3880-5708 

(内線 1964、1974、

1994) 

北館１階 

中部地区建設課 

営繕マネジメント 

担当 

・足立区公共建築物整備基準 

（安全・安心の整備基準） 

（環境の整備基準） 

03-3880-6741 

(内線 3569) 
南館５階 

住宅課 

団地建替調整係 

・公共住宅整備基準 

（足立区公共施設等整備基準  

第 3章 第 2節） 

03-3880-5283 

(内線 2395、2396) 
中央館４階 

ごみ減量推進課 

業務係 

・再利用対象物保管場所設置届兼 

廃棄物保管場所等設置届 

03-3880-5302 

(内線 3181) 
南館１１階 
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５.提出書類一覧 

 

 提 出 部 数 添 付 書 類 

申

請

時 

・ 

変

更

申

請

時 

【１】新築・改築・増築 

新設・築造 の場合 

 

正本１部 

副本２部 (または３部) 

 計３部 (または４部) 

 

 

 

※ 副本の部数は、整備 

内容により変更とな 

る場合があります。 

※ 公共住宅の場合は 

副本が３部必要です。 

① 事前協議申請書(様式１) ※変更申請時は(様式５) 

② 公共施設整備計画概要書(様式３) ※変更申請時は(様式６） 

③ 対象項目・協議先チェック表 

④ 理由書（様式７）※必要とされる場合 

⑤ 各図面 <自主管理歩道>設置する必要のある道路の現場写真 

<建 築 物> 案内図・配置図・各階平面図 

 立面図(４面)・断面図(２面以上) 

（給排水施設図） 

<建築物以外> 案内図・現況図・平面図・断面図 

（給排水施設図・土地利用計画図） 

⑥ その他 関係各課協議の上、必要とされる書類 

【例】・足立区公共建築物整備基準に基づくチェックシート 

    （ユニバーサルデザイン導入チェックリスト） 

    （施設の安全･安心に関する計画書） 

    （足立区省エネルギー対策基本仕様） 

※ 適用範囲外の建築物についても、足立区公共 

建築物整備基準に準じた整備が必要となります。 

  ・景観計画区域内における行為の通知書（写） 

  ・緑化計画書（写） 

  ・雨水流出抑制 

  ・防犯設計ガイドラインチェックリスト 

  ・再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所設置届

（写） 

【２】改修・改良 の場合 

 

正本１部 

副本１部（または２部） 

計２部  

完

了

時 

【すべて共通】 

 

正本１部 

副本１部 

計２部  

① 完了報告書(様式２) 

② 公共施設整備完了報告書(様式４) 

③ 各図面（竣工図） 

④ 竣工写真（整備内容が分かるもの。撮影位置及び方向を 

図示した図面を添付してください） 

⑤ ユニバーサルデザイン導入チェックリスト 

（施工欄にチェックし事業者の決裁印を押したもの） 

※ 各申請書のデータは足立区ホームページでダウンロード可能です 
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【公共施設等整備基準事前協議申請書 作成例（参考）】 

 

 

 

６．問い合せ・申請先 

足立区 都市建設部 都市建設課 都市計画係 

〒120-8510 東京都足立区中央本町 1-17-1 北館 4階 

電 話：（代表）03(3880)5111 内線 2371 （直通）03(3880)5280 

Ｆ Ａ Ｘ：03(3880)5619 

Ｅ m a i l：tosikeikaku@city.adachi.tokyo.jp 

 

パークイノベーション推進課 緑化推進係   

 
都市建設課 景観計画係 

都市建設課 企画調整担当 
 

危機管理課 防犯活動支援係 

再利用対象物保管場所設置届 

兼廃棄物保管場所設置届(写) 

防犯設計ガイドライン 

チェックリスト 

雨水流出抑制対策 

緑化計画書(写) 

景観計画区域内における 

行為の通知書(写) 

 

⑥ その他、各課協議のうえ 
 必要とされる書類 

配置図には自主管理歩道
の位置及び幅、歩道の切り
下げの位置等を明確にご
記載ください。 

インデックス等で整理 
してご提出ください。 

ごみ減量推進課 業務係 

足立区省エネルギー対策

基本仕様 

 施設の安全･安心に関する

計画書 

ユニバーサルデザイン 

導入チェックリスト 

② 様式３（変更申請時は様式６） 

➂ 対象項目･協議先チェック表 

① 様式１（変更申請時は様式５） 

⑤ 各図面（Ａ３用紙を片袖折） 

障がい福祉課 障がい施設調整担当 

中部地区建設課 営繕マネジメント担当 

④ 様式７ ※必要とされる場合 

⑤ 

④ 

➂ 

② 

① 

 
 
 
 

 

ホチキス止めはせず、フラットファイル等で綴じてご提出ください。 

mailto:tosikeikaku@city.adachi.tokyo.jp
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Ⅲ デザインレビュー運用基準について 

デザインレビュー運用基準 

 

１ デザインレビューとは 

  公共施設等整備基準第１１条第３項において、「公共施設等の整備を行うに当たっては、障がい者

等の意見を聴取し、及びその反映に努めること」と定められており、その達成を支援する機会として

設けている。 

 

２ 用語の意義 

公共施設等整備基準第３条に準ずる。 

 

３ デザインレビューの目的 

 バリアフリー法等法令に適合した施設の整備を行うことは必須であるが、実際に障がい者等が施

設を使用する際に、法令に適合しているだけでは、不十分な場合がある。施設整備の前に障がい者等

から意見を聴取し、整備計画に反映することで、ユニバーサルデザインのまちづくりに寄与するこ

とを目的とする。 

 

 

４ 受入団体 

  以下の団体において、デザインレビューを行っている。団体の選定については、任意である。 

（１）足立区障害者団体連合会 

   足立区視力障害者福祉協会、足立区ろう者協会、国際障害者年を進める会、足立区パーキンソン

病友の会、日本オストミー協会東京支部足立分会により構成されている。 

（２）足立区手をつなぐ親の会 

   知的障がい児・者の保護者によって構成されている。 

（３）足立区肢体不自由児者父母の会 

   肢体不自由児者の保護者によって構成されている。 

 

５ 参加の時機 

  デザインレビューで出た質疑・意見等については、原則、整備計画への反映に努めることとなるた

め、設計段階において、意見反映が可能な時機を検討の上、デザインレビューに参加する。 
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６ デザインレビューの流れ 

（１）公共施設等整備基準第１１条第３項において、「公共施設等の整備を行うに当たっては、障がい 

者等の意見を聴取し、及びその反映に努めること」とされており、これに基づきデザインレビ 

ューを運用していることから、受入団体から発出された質疑及び意見については、真摯に対応 

するものとする。また、これを踏まえ、デザインレビューへの参加の有無を検討していただく。 

（２）参加したいデザインレビュー※1の日時をホームページ及び掲示板等で確認する。 

（３）開催日の２週間前までに都市計画係へメールにて参加の意向を伝える。なお、１回のデザイン 

レビューにつき原則として案件は先着順の３件までとする。 

（４）開催日の１週間前までに都市計画係へ当日使用する資料※2を送付する。その際、別紙１「デザイ

ンレビューチェックリスト」を参照し、計画が過去の質疑に対応できているか確認することを推

奨する。 
（５）開催日当日は、下表のとおり配付資料を用意し、説明５分＋質疑応答５～１０分（他案件との時

間配分による。）を行う。 

（６）別紙２「要望・回答書」を作成し、１週間以内に都市計画係へ提出する。 

（７）デザインレビュー中に回答できなかった質疑がある場合は、次回デザインレビューに参加の上、

回答について説明することを推奨する。ただし、所管にて「要望・回答書」の提出をもって、受

入団体から発出された要望をおおむね満足していると判断した場合には、これによらない。 

（８）所管課が２回目のデザインレビューに不参加となった場合、都市計画係にて「要望・回答書」の

説明を直近のデザインレビューにて行う。その際、追加で要望・意見があった場合、所管課にて

責任をもって対応を行う。 

団体名 必要部数 

足立区障害者団体連合会 ２０部＋事務局６部 

足立区手をつなぐ親の会 ４０部＋事務局６部 

足立区肢体不自由児者父母の会 １５部＋事務局６部 

 ※1 都市計画係が所管しているデザインレビューへの参加は任意であり、３団体すべてに参加する

ことも、検討した上で 1団体のみに参加することも可能である。 

 ※2 設計概要、配置図、平面図、立面図、詳細図を用意し、バリアフリーに配慮した点について説

明できるようにする。 

※3 回答の際には、対応を説明できるよう修正した※2 の資料と別紙２「要望・回答書」を必要部

数用意する。 
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７ デザインレビューチェックリスト（令和７年１０月時点） 

過去に出た質疑のリストである。デザインレビューが開催される度に更新される可能性があるた

め、逐次最新のリストを確認すること。 

 番号 項   目 

建 

築 

物 

１ 建物及び敷地の出入り口全てに音声案内は設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

２ トイレの出入り口に音声案内は設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

３ 誰でもトイレに大人が横になれるサイズのベッドは設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

３-１ ベッドは両サイドに立てる仕様になっているか。また、転落防止措置がとられ

ているか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

４ 最寄りの駅、バス停などから施設まで点字ブロックは設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

５ 多目的駐車場から出入口まで、雨の日でも濡れずに移動できるよう屋根は設置

されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

６ 車いすは車両後部からスロープで乗降するが、駐車場の奥行は十分か。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

７ EVの広さは十分か。ストレッチャーは入れるか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

８ トイレは、介助者が２名一緒に入ることもある。広さは十分か。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

９ 聴覚障がい者に配慮した非常用照明は設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

道 

路 

1  

□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

  

別紙１ 
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公 

園 

1 自転車は降りて通行するのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

2 バリアフリー対応トイレに大人用ベッドは設置されるのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

3 公園出入口からの飛び出し防止に配慮してほしい。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

4 制札板は入り口それぞれにほしい。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

5 聴覚障がい者に配慮した緊急時の報知設備がほしい。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

6 トイレは設置しないのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

7 舗装はアスファルト舗装か。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

河 

川 

1 自転車は降りて通行するのか。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           

2 散策路に点字ブロックを設置してほしい。 
□ 対応済み □ 該当しない  (理由：                          ) 

      □ 対応できない （理由：                           ）                           
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別紙２ 

本件に関する問い合わせ先 

所管名                  

担当者                  

連絡先                  

   

 R〇-〇 〇〇に伴うデザインレビュー要望・回答書  

 

日時 

（障害者団体連合会） 令和〇年〇月〇日（ ）〇時〇分～  

 （肢体不自由児者父母の会） 令和〇年〇月〇日（ ）〇時〇分～  

 （手をつなぐ親の会） 令和〇年〇月〇日（ ）〇時〇分～  

 

会場 

（障害者団体連合会） 竹の塚障がい福祉館 １階会議室  

 （肢体不自由児者父母の会）    

 （手をつなぐ親の会）    

   要望 回答  

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      
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Ⅳ 提出書類様式（記入例） 

 

提出書類様式一覧 
 

・「足立区公共施設等整備基準」事前協議申請書（様式１） 

・「足立区公共施設等整備基準」完了報告書（様式２） 

・公共施設整備計画概要書（様式３） 

・公共施設整備完了報告書（様式４） 

・「足立区公共施設等整備基準」変更申請書（様式５） 

・公共施設整備計画変更概要書（様式６） 

・理由書（様式７） 

・対象項目・協議先チェック表（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各申請書のデータは足立区ホームページでダウンロード可能です。 

 

【 https://www.city.adachi.tokyo.jp/toshi/machi/toshi/kokyoshisetsu.html 】 

 

  

足立区 公共施設等整備基準 検 索 
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号 

  年  月  日 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

                       住所  

                申請者(事業主)     

                       氏名              

                      法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

「足立区公共施設等整備基準」事前協議申請書 

 

 

  足立区公共施設等整備基準第５条の規定による協議を申請します。 

 

 

記 

 

 

  １ 件 名   

 

  ２ 場 所   

 (地名地番)   

 (住居表示)   

 

  ３ 種 別   

 

  ４ 事業概要  

 

 

 

  ５ 担当部局   

 

  ６ 工 期 

工事着手予定日    年  月  日 

工事完了予定日    年  月  日 
  

 

様式１（第５条関係） 

連絡先 
 

TEL 

   (    ) 
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号 

年  月  日 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

                       住所  

                申請者(事業主)    

                       氏名               

                      法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

「足立区公共施設等整備基準」完了報告書 

 

  足立区公共施設等整備基準第５条の規定による事前協議申請を行った下記の公共施設等の整

備について報告します。 

 

 

記 

 

 

  １ 件 名   

 

  ２ 場 所   

 (地名地番)  

 (住居表示)  

 

  ３ 種 別   

 

  ４ 事業概要  

 

 

 

  ５ 担当部局  

 

  ６ 工 期 

工事着手日    年  月  日 

工事完了日    年  月  日 
  

 

様式２（第５条関係） 

連絡先 
 

TEL 

   (    ) 
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公共施設整備計画概要書 
提出日（   年  月  日） 

件  名  ※ 受付欄 

場  所  

種  別 
[ １.公共建築物等   ２.公共住宅   ３.道路   ４.公園   ５.河川 ］ 

[ １.新築   ２.改築   ３.増築   ４.新設   ５.築造 ６.改修   ７.改良 ］ 

事業概要 

 

整

備

内

容 

整 備 計 画 

自
主
管
理 

歩
道 

 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン 

 

安
全
・ 

安
心 

 

環
境
（
地
球 

温
暖
化
対

策
） 

 

景

観 

 

み

ど

り 

 

そ

の

他 

 

工事着手予定日    年  月  日 

工事完了予定日    年  月  日 

（注意）１ ※欄には、記入しないでください。 

     ２ [   ]内の該当する項目を○で囲んでください。 

様式３（第５条関係） 
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２ 面 

 

工 事 設 計 概 要 

建 

築 

物 

主 要 用 途   日 影 規 制  規制値( )  ｈ  ｈ 

用 途 地 域   地 区 計 画   

防 火 地 域   そ の 他  

高 度 地 区    

高 さ       ｍ 敷 地 面 積        ㎡ 

階 数 地上  階・地下 階 建 築 面 積        ㎡ 

構 造     造 延 べ 面 積       ㎡ 

道
路
・
公
園
・
河
川 

    

    

    

    

    

 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓ＝  ：    】 
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公共施設整備完了報告書 
提出日（   年  月  日） 

件  名  ※ 受付欄 

場  所  

種  別 
[ １.公共建築物等   ２.公共住宅   ３.道路   ４.公園   ５.河川 ］ 

[ １.新築   ２.改築   ３.増築   ４.新設   ５.築造 ６.改修   ７.改良 ］ 

整

備

内

容 

整 備 後 評 価 

自
主
管
理 

歩
道 

 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル 

デ
ザ
イ
ン 

 

安
全
・ 

安
心 

 

環
境
（
地
球 

温
暖
化
対

策
） 

 

景

観 

 

み

ど

り 
 

そ

の

他 

 

障がい者および高齢者等の意見聴取日（足立区公共施設等整備基準第１１条３項） 

 

工事着手日    年  月  日 

工事完了日    年  月  日 

（注意）１ ※欄には、記入しないでください。 

     ２ [   ] 内の該当する項目を○で囲んでください。 

      ３ 竣工図・竣工写真・撮影位置及び方向を図示した図面を添付してください。 

 

 

 

様式４（第５条関係） 
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号 

   年  月  日 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

                       住所  

                申請者(事業主)    

                       氏名               

                      法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

「足立区公共施設等整備基準」変更申請書 

 

 

年  月  日      第  号の足立区公共施設等整備基準第５条の規定によ

る協議について、変更が生じたので申請します。 

 

記 

 

  １ 件 名   

 

  ２ 場 所   

 (地名地番)   

 (住居表示)  

 

  ３ 種 別   

 

  ４ 変更理由  

 

 

 

  ５ 変更概要  

 

 

 

  ６ 担当部局   

 

  ７ 工 期 

工事着手予定日    年  月  日 

工事完了予定日    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

様式５（第５条関係） 

連絡先 
 

TEL 

   (   ) 
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公共施設整備計画変更概要書 
提出日（   年  月  日） 

件  名  ※ 受付欄 

場  所  

種  別 
[ １.公共建築物等   ２.公共住宅   ３.道路   ４.公園   ５.河川 ］ 

[ １.新築   ２.改築   ３.増築   ４.新設   ５.築造 ６.改修   ７.改良 ］ 

変更概要 
 

整

備

内

容 

整 備 計 画 

自
主
管
理 

歩
道 

(変更前)  

(変更後)  

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン 

(変更前)  

(変更後)  

安
全
・
安
心 

(変更前)  

(変更後)  

環
境(
地
球 

温
暖
化
対
策
） 

(変更前)  

(変更後)  

景

観 

(変更前)  

(変更後)  

み

ど

り 

(変更前)  

(変更後)  

そ

の

他 

(変更前)  

(変更後)  

工事着手予定日    年  月  日 

工事完了予定日    年  月  日 

（注意）１ ※欄には、記入しないでください。 

     ２ [   ] 内の該当する項目を○で囲んでください。  

様式６ 
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２ 面 

工 事 設 計 変 更 概 要 

建 

築 

物 

主要用途  日影規制 規制値( )  ｈ  ｈ 

用途地域  地区計画  

防火地域  そ の 他   

高度地区    

高 さ 
(変更前)      ｍ 

敷地面積 
(変更前)      ㎡ 

(変更後)      ｍ (変更後)      ㎡ 

階 数 
(変更前) 地上  階・地下 階 

建築面積 
(変更前)      ㎡ 

(変更後) 地上  階・地下 階 (変更後)      ㎡ 

構 造 
(変更前)    造 

延べ面積 
(変更前)      ㎡ 

(変更後)    造 (変更後)      ㎡ 

道
路
・
公
園
・
河
川 

    

    

    

    

    

 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓ＝  ：    】 
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様式７（第８条関係） 

号 

年  月  日 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

                       住所  

                申請者(事業主)    

                       氏名  

                      法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

理由書 

 

  

 

 

 

 

 

 

記 

 

  １ 件 名   

 

  ２ 場 所   

 (地名地番)   

 (住居表示)   

 

  ３ 種 別   

 

  ４ 事業概要  

 

  ５ 担当部局   

 

  ６ 工 期 

工事着手予定日   年  月  日 

工事完了予定日   年  月  日  
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足立区公共施設等整備基準 

《対象項目・協議先チェック表》 

件名：                   場所：                   

１.整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.協議先 

該当 担 当 課 調 整 内 容 打合せ日 
協 議 備 考 

(担当者に○) 要 不要 

 
都市建設課 

都市計画係 
北館 

4F 

 

・申請の要・不要の判断 

・自主管理歩道設置等 
/ 

   

 
都市建設課 

景観計画係 

・景観条例及び景観計画 

・足立区公共建築物整備基準（景観の整備基準） 
/ 

  
 

 
都市建設課 

企画調整担当 
・雨水流出抑制 / 

  
 

 
交通対策課 

 自転車係 

南館 

4F 

・足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の 

整備に関する条例第 20条 
 

  
 

 
道路管理課 

境界確認地籍係 

北館 

4階 

・区道との境界確認（協議時、公図等必要） 

・国土調査法第 19条第 5項の指定 
/ 

  
 

 
道路管理課 

占用係 
・区道の歩道の切り下げ等 / 

  
 

 
道路管理課 

道路認定係 

・新設及び拡幅された区道予定地の敷地処理 

・区道の認定改廃（事務処理） 
/ 

  
 

 
パークイノベーション

推進課 緑化推進係 
・足立区緑の保護育成条例（緑化基準） / 

  
 

 
危機管理課 
防犯活動支援係 

南館 

7F 
・足立区防犯設計ガイドライン / 

  
 

 
障がい福祉課 
障がい施設調整担当 

北館 

1F 

・足立区公共建築物整備基準 
（ユニバーサルデザインの整備基準） 

・東京都福祉のまちづくり条例 

/ 
  

 

 

中部地区建設課 

営繕マネジメント 

担当 

南館 

5F 

・足立区公共建築物整備基準 
（安全･安心の整備基準） 

/ 
  

 
・足立区公共建築物整備基準 
（環境の整備基準） 

/ 
  

 
住宅課 

 団地建替調整係 

中央館 

4F 

・公共住宅整備基準 
（足立区公共施設等整備基準第３章第２節） 

/ 
  

 

 
ごみ減量推進課 

 業務係 

南館 

11F 

・再利用対象物保管場所設置届兼 

廃棄物保管場所等設置届 
/ 

  
 

連絡先 TEL   (    )     

 

第４条 第２項 

 

第２条 第２項 

 

第２条 第１項 

 

申請書：正本 １ 部、副本    部 提

 

申請書：正本 １ 部、副本 １ 部 提出 

公共施設等の整備 

 

「建築物」の 新築･改築･増築 

事前協議適用の範囲 

 

「建築物」の 改修 
※機能を回復させる修繕・補修は除く 

「道 路」の 改良 

「公 園」の 改良 

 「河 川」の 改良 

 

法令等を遵守、区が定める各計画との整合を図

る 

可能な限り公共施設等整備基準に準じる 

法令等及び公共施設等整備基準を遵守 

区が定める各計画との整合を図る 

 

 

 

 「道 路」の 新設 

「公 園」の 新設 

 「河 川」の 築造 

 

 

 

 

 

 

第４条 第１項 

 

（参考）※手続きで使用するチェック表は都市建設課の窓口でお渡しします。 
 

※ 

担
当
者
名
の
入
っ
た
チ
ェ
ッ
ク
表
は
都
市
建
設
課
の
窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。 

参
考
資
料 
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足立区 都市建設部 都市建設課 都市計画係 
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 北館４階 

   電 話：03-3880-5111（代表）内線 2371 ／ 03-3880-5280（直通） 

   ＦＡＸ：03-3880-5619 

   Ｅmail：tosikeikaku@city.adachi.tokyo.jp 


